
消 防 消 第 １ ５ ０ 号 

平成１７年７月１４日 

 

各都道府県知事 

各指定都市市長 

 

 

 

 

消 防 庁 次 長      

 

 

 

 

 

市（町村）消防団員等公務災害補償条例（例）の一部改正について 

 

 

 

 

 

水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部

を改正する法律（平成１７年法律第３７号）が平成１７年５月２日に公布されたことに

伴い、別紙のとおり市（町村）消防団員等公務災害補償条例（例）の一部を改正する条

例（例）を送付しますので、貴都道府県内の市町村、関係一部事務組合及び広域連合並

びに水害予防組合に周知願います。 

殿



消 防 消 第 １ ５ ０ 号 

平成１７年７月１４日 

 

消防団員等公務災害補償等 

共 済 基 金 理 事 長 殿 

 

 

 

 

消 防 庁 次 長      

 

 

 

 

 

市（町村）消防団員等公務災害補償条例（例）の一部改正について 

 

 

 

 

 

水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部

を改正する法律（平成１７年法律第３７号）が平成１７年５月２日に公布されたことに

伴い、別紙のとおり市（町村）消防団員等公務災害補償条例（例）の一部を改正する条

例（例）を送付します。 



別

紙
市
（
町
村
）
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
例
）
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
例
）

市
（
町
村
）
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
例
）
（
昭
和
四
十
一
年
四
月
十
四
日
自
消
乙
教
発
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
（
例
）
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



市
（
町
村
）
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
例
）
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
例
）
新
旧
対
照
条
文

○

市
（
町
村
）
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
例
）
（
昭
和
四
十
一
年
四
月
十
四
日
自
消
乙
教
発
第
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る

六
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る

損
害
補
償
及
び
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十

損
害
補
償
及
び
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十

六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
又
は
救
急
業
務
に
協

六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
又
は
救
急
業
務
に
協

力
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
並
び
に
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

力
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
並
び
に
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

九
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
勤
の
水
防
団
長
又

九
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
勤
の
水
防
団
長
又

は
水
防
団
員
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
損
害
補

は
水
防
団
員
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
損
害
補

償
及
び
同
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
水
防
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損

償
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
防
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損

害
補
償
並
び
に
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三

害
補
償
並
び
に
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三

号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一

号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
応
急
措
置
の
業
務
に
従

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
応
急
措
置
の
業
務
に
従

事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
を
的
確
に
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
を
的
確
に
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
損
害
補
償
を
受
け
る
権
利
）

（
損
害
補
償
を
受
け
る
権
利
）

第
二
条

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し

第
二
条

非
常
勤
消
防
団
員
又
は
非
常
勤
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し

、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く

、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く

は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
、
又
は

は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
場
合
、
又
は

消
防
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
三
十
六
条
に
お

消
防
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
三
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
同
法

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
五
項
（
同
法

第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
」

の
規
定
に
よ
り
消
防
作
業
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
消
防
作
業
従
事
者
」

と
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
急
業
務

と
い
う
。
）
、
同
法
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
急
業
務

に
協
力
し
た
者
（
以
下
「
救
急
業
務
協
力
者
」
と
い
う
。
）
又
は
水
防
法

に
協
力
し
た
者
（
以
下
「
救
急
業
務
協
力
者
」
と
い
う
。
）
又
は
水
防
法



第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
水
防
従
事
者

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
水
防
従
事
者
」

」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
五
条
第
一
項
（
同
条

と
い
う
。
）
若
し
く
は
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第

第
三
項
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十

三
項
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六

六
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場

号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置

置
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

を
含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に

含
む
。
）
の
規
定
若
し
く
は
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
五
条
第
二
項
に
お

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
応
急
措
置
の

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
応
急
措
置
の
業

業
務
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
応
急
措
置
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
消
防

務
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
応
急
措
置
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
消
防
作

作
業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
、

業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
、
若

若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ

し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と

と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作

に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消
防
作
業

業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業

等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務

務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し

に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く

く
は
障
害
の
状
態
に
な
つ
た
と
き
は
、
市
（
町
村
）
長
は
、
損
害
補
償
を

は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
と
き
は
、
市
（
町
村
）
長
は
、
損
害
補
償
を
受

受
け
る
べ
き
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
こ
の
条
例
に
よ
つ
て
損
害
補
償
を

け
る
べ
き
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
こ
の
条
例
に
よ
つ
て
損
害
補
償
を
受

受
け
る
権
利
を
有
す
る
旨
を
す
み
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
る
権
利
を
有
す
る
旨
を
す
み
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


